














専決第 4 号

損害賠償に関する和解専決処分の件

損害賠償に関する和解については、 特に緊急を要するため、 地方自治法（昭

和22年法律第67号）第 179条第 1 項の規定に基づき、 次のとおり専決処分を行

うものとする。

令和 4 年 4 月 26 日専決

1 和解の相手方

　　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　＊＊＊＊＊＊＊

2 和解の要旨

八尾市長 山 本 桂 右

記

(1) 本市は、 相手方に対し、 本 件事故に係る物的損害 賠 償として、 金

693,000 円を支払う。

(2) 今後本件事故に関しては、 双方共裁判上又は裁判外において一 切異議及

び請求の申立てをしないことを誓約する。

3 事故の概要

令和 4 年 2 月 10 日午前 10 時 8 分頃、 八尾市緑ケ丘四丁目 66番地の 4 先路上

において、 本市環境事業課職員が運転する塵芥車が南から北に向かって丁字

路交差点を走行中、 東から西に向かって当該交差点に進入してきた車両を避

けるため、 塵芥車を西側へ寄せたところ、 塵芥車が相手方所有の建物の軒先

テントに接触し、 当該テント及び当該建物の外壁等が損傷するなど、 相手方

に損害が生じたものである。
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